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令和３年 第２回 高鍋町農業委員会 総会 議事録 

 

１．開催日時  令和３年 ２月２６日（金）午後２時から 

２．開催場所  高鍋町役場 第３会議室 

３．出席委員  農業委員        ６名 

        農地利用最適化推進委員 ７名 

 

農業委員 

   １番 山口 裕三   ２番 松井 正一郎   ３番 松崎 久範 

   ５番 上野 光正   ７番 幸妻 正浩   会長 坂本 弘志 

農地利用最適化推進委員 

   １番 橋口 卓史   ２番 坂本 実    ３番 橋口 昌央 

   ５番 永友 定己   ６番 小嶋 秀樹     ７番 坂本 幸 

８番 宮越 美秋 

 

４．欠席委員 農業委員 １名 

６番 坂元 洋子 

 

５．議事日程 

第１  議事録署名委員及び会議書記の指名 

第２  会期の決定（別記のとおり） 

第３  諸報告 

第４  議案第８号  農地移動適正化あっせん事業について 

第５  議案第９号  農地法第３条の規定による許可申請について 

第６  議案第１０号 農地法第４条第１項の規定による許可申請書承認に

ついて 

第７   議案第１１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書承認に

ついて 

第８  議案第１２号 農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画

の決定について 

第９  議案第１３号 農地の賃借料情報提供について 

 

６．事務局職員  事務局長  飯干 雄司   事務局長補佐 小澤 宏之 

         係  長  兵藤 衣重   主  査   佐野 由美     

  

（開会１４時００分） 
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［事務局］ 

 では、皆さんこんにちは。 

 

 【あいさつの声】 

 

 ただいまから、令和３年第２回高鍋町農業委員会総会を開会いたします。 

それでは、会の進行を坂本会長、よろしくお願いいたします。 

 

［議長］ 

 はい。それでは始めます。 

 本日は、農業委員は、６名が出席です。 

 農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定により、総会は成立してお

ります。 

 農地利用最適化推進委員は、７名が出席です。 

 

 なお、欠席の坂元洋子委員からは、欠席届が提出されております。 

 

 本日は、高鍋町農業委員会会議規則第１１条の規定に該当する案件がござい

ます。 

 議案討論の際に申しあげますので、よろしくお願いいたします。 

 

これより議事に入ります。日程番号１、議事録署名委員及び会議書記の指名

を行います。 

高鍋町農業委員会会議規則第１２条第１項の規定による議事録署名委員につ

きましては、議長指名とさせていただきます。            

本日の議事録署名委員には、２番松井正一郎委員、７番幸妻正浩委員を指名

いたします。 

なお、本日の会議書記には、事務局職員の小澤宏之局長補佐を指名いたしま

す。            

 日程番号２、会期の決定につきましては、別記のとおり、本日２月２６日の

１日間といたします。          

日程番号３、諸報告を事務局に求めます。    
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［事務局］ 

 はい。事務局です。２ページを御覧ください。 

 まず、２月の業務報告についてでございます。 

 ５日には、家族経営協定調印式を開催しております。 

 ２月の総会関係でございますが、１９日に現地調査を行い、本日２６日が総

会となっております。なお、本日の総会終了後には、第４回高鍋町経営改善等

対策会議が開催されますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、３月の業務計画でございます。 

３月の総会関係でございますが、２３日に現地調査、２９日に総会を行うこ

ととしておりますので、よろしくお願いします。 

 業務報告及び業務計画については、以上でございます。 

 

 ３ページを御覧ください。 

 県進達経過報告を申しあげます。 

 ５条１件、２月２日付で許可となっております。 

 

［議長］ 

 ただいまの報告並びに２ページから３ページについて、御意見、御質問はご

ざいませんか。 

それでは、質問等がないようですので、以上で諸報告を終わります。 

 

日程番号４、議案第８号「農地移動適正化あっせん事業について」を議題と

します。 

農地移動適正化あっせん事業実施要領の９のアの規定による申出について、

事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

はい。 

１番 令和３年２月９日 売渡し及び貸渡しの申出です。 

申出者   ○○○○ 
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農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番  田 ５４５㎡ ほか１筆 

 

 ２番 令和３年２月１０日 貸渡しの申出です。 

申出者   ○○○○ 

農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 畑 ４，４７３㎡ ほか１筆 

  

３番 令和３年２月１７日 借受けの申出です。 

申出者   ○○○○ 

希望する農地の概要 ○○地区 地目 田及び畑  

面積 １０，０００㎡程度 

   

 以上、この申出につきまして、あっせん委員の指名をお願いいたします。 

 

［議長］ 

 ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

 それでは、あっせん委員の指名をいたします。 

 

１番 売渡し又は貸渡し 申出 担当委員 ７番 坂本 幸   推進委員 

               順番委員 １番 橋口 卓史  推進委員 

 

２番 貸渡し 申出 担当委員 ８番 宮越 美秋  推進委員 

          順番委員 ５番 永友 定己  推進委員 

 

 次の３番の借受け申出については、希望している大字○○地区の担当委員２

名をあっせん委員に指名いたします。 

 

３番 借受け 申出 担当委員 ３番 橋口 昌央  推進委員 

          担当委員 ７番 坂本 幸   推進委員 

 よろしくお願いします。 

 

日程番号５、議案第９号「農地法第３条の規定による許可申請について」を
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議題とします。 

 １番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

１０ページをお開きください。 

議案第９号「農地法第３条の規定による許可申請について」です。 

１番 有償移転  

農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番   

畑 １，２５６㎡ ほか１筆 

   譲渡人   ○○○○ 

   譲受人   ○○○○ 

この件につきまして、幸妻委員お願いいたします。 

 

［議長］ 

７番。 

 

［７番］ 

 説明いたします。この案件は○○○○さんから○○○○さんへの所有権移転

でございます。場所につきましては１１ページをちょっと見てください。カラ

ー刷りですね。下の方に多くの三角の道路がありますが、そこが○○の○○で

ございます。そこから北西の方へ約１００ｍぐらい入ったところの右側、この

黄色い斜線でございます。この黄色いところの手前にオレンジ色の○○が写っ

てると思いますが、ここが○○○○さんの家でございまして、隣になります。 

ここをこの前現地調査でちょっと行ったときに草は切ってありました。草を

切って、いつでもロータリーがかけられるような状態となっておりました。 

 先々にはここで観光農園をやりたいということで今回購入をされたというと

こです。 

購入金額につきましては１０a当り○○○○円ということで聞いております。

以上です。 

 

［議長］ 



 

6 

 

 推進委員から補足することがありましたらお願いします。 

 推進委員２番。 

 

［推進委員２番］ 

 ありません。 

 

［議長］ 

はい。事務局から補足することがありましたらお願いします。 

 

［事務局］ 

はい。１２ページをお開きください。農地法３条調査書を付けております。 

農地法３条第２項各号に該当していないため、許可要件を満たしていると考

えます。 

譲受人は、○○において甘藷、落花生、飼料稲を栽培しており、今回の申請

は農業経営規模の拡大であり、申請地において白菜、人参、大根、落花生、果

樹等を栽培する予定であり、本件の権利取得により周辺の農業上の効率的かつ

総合的な利用の確保に支障は生じないものと考えられます。以上です。 

 

［議長］ 

ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

 本件原案のとおり許可することに賛成委員の起立を求めます。 

 起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり許可することに決定いた

しました。 

 

 日程番号６、議案第１０号「農地法第４条第１項の規定による許可申請書承

認について」を議題とします。 

１番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。  

 

［事務局］ 

 はい。１７ページをお開きください。 
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 議案第１０号「農地法第４条第１項の規定による許可申請書承認について」

です。 

 １番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 ４６４㎡ ほか２筆 

    申請人 ○○○○ 

 転用目的は自治会の運動公園及び駐車場です。 

 担当の上野委員より御説明をお願いいたします。 

 

［議長］ 

５番。 

 

［５番］ 

 はい。それでは説明いたします。資料の２０ページ目を見てください。見取

図があります。これを横にしていただくと、図面の真ん中を今東西に走ってる

のが県道の○○線であります。 

 それから○○の西側を通って、○○に通じる道路沿いに○○があります。○

○の西側の○○の一角が申請地ということになっております。この付近は昔か

らの住宅街なんですけども、２１ページを見てください。申請地は右下に囲っ

てあります＊＊＊＊番＊、これが駐車場として、それから左上の＊＊＊＊番＊

と＊ありますが、これが地区のイベント広場ということで、もう昭和５０年頃

から提供されておるということでございます。 

今後も利用が予定をされておるんですが、地目が農地ということで農業委員

会から４条による農地転用が必要と今回指導を受けまして、所有者から申請が

出ております。また確約書とか始末書も提出をされております。 

現況は雑種地なんですが、地目を雑種地に変更されるということで、計画を

しているようであります。以上で説明を終わります。 

 

［議長］ 

事務局から補足することがありましたらお願いします。 

 

［事務局］ 

はい。申請地は、都市計画用途区域、第一種低層住居専用地域に規定する用
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途区域が定められた地区にある農地であることから第３種農地と判断されます。

第３種農地は転用許可対象です。 

 

［議長］ 

ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

それでは質問もないようですので、採決いたします。 

本件原案のとおり承認することに賛成委員の起立を求めます。 

起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり承認することに決定いた

しました。 

 

日程番号７、議案第１１号「農地法第５条第１項の規定による許可申請書承

認について」を議題とします。 

 １番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい。２３ページをお開きください。 

 議案第１１号「農地法第５条第１項の規定による許可申請書承認について」

です。 

 １番１ 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 田 ２８４㎡  

     所有権移転です。 

     譲渡人 ○○○○ 

     譲受人 ○○○○ 

 転用目的は一般個人住宅です。 

 

 １番２ 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 田 １９０㎡  

     所有権移転です。 

     譲渡人 ○○○○ 

     譲受人 ○○○○ 

 転用目的は一般個人住宅です。 

 担当の上野委員より御説明をお願いいたします。 
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［議長］ 

 ５番。 

 

［５番］ 

 はい。説明します。一緒に説明をさせていただいていいですね。 

 場所は２５ページを見てください。○○の北側に○○がありますが、そこの

すぐ北北西に位置する農地であります。この周りが全部もう今既に農地転用が

されておるということでございました。２６ページを見ていただきますと、２

筆ありますけども、○○○○さんと○○○○さんは兄弟ということでありまし

て、問題はないということなんですが、下が○○○○さんという方がもう既に

宅地を造られております。 

左側は○○かなんかできる予定になっておるということで、宅地に囲まれた

ところが申請地となっております。 

 売買単価ですが、一坪当り約○○○○円となっております。土地の造成費及

び建築費用が○○○○円ということで、合わせて○○○○円ぐらいになるんで

すが、夫婦合わせて○○○○円の住宅ローンの融資の結果通知書が添付をして

ありました。 

 汚水及び雑排水が公共下水道へ接続するということです。それから雨水は道

路側溝へ放流予定となっております。 

 地元の水利組合長による問題ないということの証明も付いておりました。以

上で説明を終わります。 

 

［議長］ 

 事務局から補足することがありましたらお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい。申請地は都市計画用途区域、第一種住居地域に用途地域が定められた

地区にある農地であることから第３種農地と判断されます。第３種農地は転用

許可対象となっております。 

 

［議長］ 
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 ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

 それでは、質問もないようですので、採決いたします。本件原案のとおり承

認することに賛成委員の起立を求めます。 

 起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり承認することに決定いた

しました。 

 

 日程番号８、議案第１２号「農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積

計画の決定について」を議題とします。 

 まず、所有権移転です。 

 １番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい。 

１番  農地の所在  大字○○字○○＊＊＊＊番 

     畑 ５１５㎡ ほか１筆 

所有権を移転する者     ○○○○ 

所有権の移転を受ける者   ○○○○ 

 担当の小嶋推進委員より御説明をお願いします。 

 

［議長］ 

推進委員６番。 

 

［推進委員６番］ 

 ６番。説明いたします。○○○○さんから○○○○さんへの所有権移転です。

申請地は大字○○字○○地区の２筆で、○○から南東へ約１２０mほど行った

ところの高台の畑です。 

今まで長年に渡り○○○○さんが作付けされていましたので、○○○○さん

は当初贈与でもよいという考えでした。けれども、○○○○さんのお母さんが

亡くなられた後は賃料が支払われていなかったっていうこともあり、今までの

賃料として○○○○円を代価として支払われるそうです。 

 現地を確認したところ、２筆とも隣接する畑と一緒にきれいに耕運された状
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態でした。以上です。 

 

［議長］ 

 事務局及び担当推進委員の説明が終わりました。 

御意見、御質問はございませんか。 

 それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

 本件原案のとおり決定することに賛成委員の起立を求めます。 

 起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。 

 

 ２番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい。 

２番  農地の所在  大字○○字○○＊＊＊＊番 

     田 ５０５㎡  

所有権を移転する者     ○○○○ 

所有権の移転を受ける者   ○○○○ 

 担当の坂本実推進委員より御説明をお願いします。 

 

［議長］ 

 推進委員２番。 

 

［推進委員２番］ 

 はい。２番。説明いたします。○○○○さんから○○○○さんへの所有権移

転です。○○○○さんの住所は○○ですが、○○の認定農業者ということでさ

れてあります。場所は○○から○○に向かって約２００m行った○○、○○と

の境を左折していただいて、約３００ｍ行ったところを右折した右側の２枚目

の田んぼになります。 

図面上では５枚目になるんですけども、最初の３枚分が１枚で残りの分が１

枚という形で耕運作業もされてありました。 

 １０a当りの反価が○○○○円だそうです。以上です。 
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［議長］ 

 はい。事務局及び担当推進委員の説明が終わりました。 

 御意見、御質問はございませんか。 

 

［事務局］ 

 すみません。 

 

［議長］ 

 はい。 

 

［事務局］ 

一部訂正させてください。今推進委員からの説明で１０a当りが○○○○とお

っしゃったんですけれど、これ全体で○○○○。 

 

［推進委員２番］ 

 全体ですね。すみません。 

 

［事務局］ 

 はい。５０５㎡で○○○○円ということで訂正をさせてください。 

 

［議長］ 

 はい。そのほか何か質問はございませんか。 

 それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

 本件原案のとおり決定することに賛成委員の起立を求めます。 

 起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。 

 

 ３番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

はい。 
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３番  農地の所在  大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

     畑 ４，６００㎡ ほか１筆 

所有権を移転する者     公益社団法人宮崎県農業振興公社 

所有権の移転を受ける者   ○○○○ 

 担当の坂本幸推進委員より御説明をお願いします。 

 

［議長］ 

 推進委員７番。 

 

［推進委員７番］ 

 ７番。説明いたします。県農業振興公社より○○○○さんへ所有権の移転で

す。 

○○○○さんは認定農業者で○○であり、○○、甘藷、人参などを生産され

ています。 

 今回の申請は公社の特例事業を使って４年１０か月前から作付けされていま

したが、約束の期日が来たので公社より買受るものです。 

 申請地は○○を南に８０mぐらいのところで、現在は収穫後に堆肥の山がい

くつか積んでありました。 

 価格は畑５，７８８㎡で、○○○○円だそうです。以上です。 

 

［議長］ 

 事務局及び担当推進委員の説明が終わりました。 

 御意見、御質問はございませんか。 

 それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

 本件原案のとおり決定することに賛成委員の起立を求めます。 

 起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。 

 

 ４番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

はい。 
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４番  農地の所在  大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

     田 ２，３７２㎡  

所有権を移転する者     ○○○○ 

所有権の移転を受ける者   ○○○○ 

 担当の永友推進委員より御説明をお願いします。 

 

［推進委員５番］ 

 はい。５番。説明いたします。○○○○さんから○○○○さんへの所有権の

無償移転です。○○さんは千切り大根、早期水稲の栽培をされております。 

 申請地は○○から北へ２００ｍ、それから西へ１５０ｍ行ったところの農地

で水田です。 

 現地を確認したところ、ロータリーがかけられてありました。以上です。 

 

［議長］ 

 はい。事務局及び担当推進委員の説明が終わりました。 

 御意見、御質問はございませんか。 

 それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

 本件原案のとおり決定することに賛成委員の起立を求めます。 

 起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました 

 

 次に利用権設定です。 

 次の１番の案件につきましては、利用権の設定を受ける者が橋口昌央推進委

員本人である案件ですので、高鍋町農業委員会会議規則第１１条の規定により、

橋口昌央推進委員は、この案件に関する議事に参与することができません。 

 橋口昌央推進委員は、退室をお願いします。 

 

【橋口昌央推進委員退室】 

 

 それでは続きを行います。 

１番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 
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［事務局］ 

はい。 

１番  農地の所在  大字○○字○○＊＊＊＊番 

     田 ７７０㎡ ほか１筆 

利用権を設定する者    ○○○○ 

利用権の設定を受ける者  ○○○○ 

 担当の永友推進委員より御説明をお願いします。 

 

［議長］ 

 推進委員５番。 

 

 ［推進委員５番］ 

 はい。５番。説明いたします。○○○○さんと○○○○さんとの利用権の再

設定です。○○○○さんは早期水稲及び○○の経営をされております。 

 申請地は○○から東へ２５０ｍ、そこから北へ３００ｍ行ったところの農地

で水田であります。２筆で３，７３７㎡あります。 

 現地はロータリーがきれいにかけてありました。 

 期間は３年で、年間籾で１０a当り○○㎏とのことです。以上です。 

 

［議長］ 

 ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

 それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

 本件原案のとおり承認することに賛成委員の挙手を求めます。 

 挙手全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。 

 

 橋口昌央推進委員は、席へお戻りください。 

 

 【橋口昌央推進委員入室】 

 

 続きまして、２番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 
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［事務局］ 

はい。 

２番  農地の所在  大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

     田 ４，５３３㎡ ほか７筆 

利用権を設定する者    ○○○○ 

利用権の設定を受ける者  ○○○○ 

 担当の永友推進委員より御説明をお願いします。 

 

［議長］ 

推進委員５番。 

 

［推進委員５番］ 

 はい。５番。説明いたします。○○○○さんと○○○○さんは親子で、利用

権の再設定であります。○○○○さんは先ほど言いましたように千切り大根と

早期水稲を栽培されております。 

 申請地は○○のところを東へ１００ｍ、そこから南へ２００ｍ行ったところ

の農地で水田であります。他に７筆あります。７筆で７，９２３.７２㎡ありま

す。 

 現地はいずれも大根が作付けされ、及び植えてないところはロータリーがか

けてありました。以上です。 

 

［議長］ 

 ３番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい。３番  農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

              畑 １，７５６㎡ ほか１筆 

     利用権を設定する者    ○○○○ 

     利用権の設定を受ける者  ○○○○ 

 担当の永友推進委員より御説明をお願いします。 
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［議長］ 

 推進委員５番。 

 

［推進委員５番］ 

 ５番。説明いたします。○○○○さんと○○○○さんとの利用権の新規の設

定であります。２人は親子関係です。○○○○さんはキャベツ、白菜などを栽

培されております。 

申請地は○○の○○を３００ｍほど登って行きます。すると○○があります。

その手前の農地２，７７９㎡であります。 

 期間は１０年間で、現地はキャベツが作付けされてありました。以上です。 

 

［議長］ 

 ４番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい。４番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

             畑 ４，３９２㎡   

      利用権を設定する者    ○○○○ 

      利用権の設定を受ける者  ○○○○ 

 担当の坂本実推進委員より御説明をお願いします。 

 

［議長］ 

 推進委員２番。 

 

［推進委員２番］ 

 はい。２番。説明いたします。○○○○さんから○○○○との利用権の設定

です。 

 申請地は○○から西に１１０ｍ行って、右折をしていただいて、○○の○○

を左折し、高速道路の下を抜けた左側に○○の本社があります。それの向い側

になるのが申請地です。現地を確認したところ、耕運がされてきれいになって

いました。 
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契約期間は３年間で、１０a当り○○○○円です。以上です。 

 

［議長］ 

 ５番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい。 

 ５番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

          畑 １，１８６㎡  ほか５筆 

    利用権を設定する者    ○○○○ 

    利用権の設定を受ける者  ○○○○ 

 担当の坂本実推進委員より御説明をお願いします。 

 

［議長］ 

 推進委員２番。 

 

［推進委員２番］ 

はい。２番。説明いたします。○○○○さんから○○○○さんへの利用権設

定です。申請地は○○から北に約２００m行った十字路を左折していただいて、

高速道路の○○橋を渡り、約２００m行った右側になります。 

 農地は６筆ですけども、現地を確認すると１枚にされて耕運がされてました。 

 期間は５年間で、１０a当り○○○○円です。以上です。 

 

［議長］ 

 ６番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい。６番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

             畑 ３９８㎡  

       利用権を設定する者    ○○○○ 

       利用権の設定を受ける者  ○○○○ 
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 担当の坂本実推進委員より御説明をお願いします。 

 

［議長］ 

 推進委員２番。 

 

［推進委員２番］ 

 はい。２番説明します。○○○○さんから○○○○さんへの利用権の設定で

す。 

申請地は○○から、先ほど言いましたけど西に１１０ｍ行って右折していた

だいて、○○を北の方に通り過ぎていただいて、約４０m行った T字路を左折

して、２０m行った右側になります。 

 ここを昨年まで○○さんが作付けされてましたが、隣の敷地に水が流れてく

るということで合意解約をされた畑で、しばらく借り手が見つからず所有者が

荒れるのを心配されていましたが、無償でならということで申出があって○○

○○さんが作付けをするということでなったようです。 

 現地を確認したところ、隣に入らないように高畦が築かれて、畑はきれいに

耕運されてました。 

 期間は５年間で、無償です。 

 

［議長］ 

 ７番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい。７番 農地の所在  大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

              畑 ６４５㎡ ほか１筆 

       利用権を設定する者    ○○○○ 

       利用権の設定を受ける者  ○○○○ 

 担当の橋口昌央推進委員より御説明をお願いします。 

 

［議長］ 

 推進委員３番。 
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［推進委員３番］ 

 はい。３番。説明いたします。○○○○さんから○○○○への利用権賃借の

再設定の申請です。 

 申請地は○○＊＊＊＊番＊、６４５㎡と＊＊＊＊番＊、１，１８６㎡の２筆。

いずれも隣同士で１枚の畑です。現場は○○の○○を東に１００数十ｍ付近に

○○さんの工場があります。その横の○○がありまして、その間の○○畑でご

ざいます。 

 現地には○○が以前から植栽されているようで、きれいに管理されてました。 

 賃借期間は１年間。料金は年間１０a当り○○○○円とのことです。以上です。 

 

［議長］ 

 ８番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい。８番の案件について申し訳ありません。説明の前に１点訂正をさせて

いただきます。利用権を設定する者の住所が誤っております。正しくは○○＊

＊○○＊の＊号。住所だけもう一度言います。○○＊＊○○＊の＊号です。 

 

【話し声】 

 

訂正をお願いします。失礼いたしました。 

 それでは説明に入らせていただきます。 

 

８番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

             田 ９２１㎡ ほか２筆 

      利用権を設定する者    ○○○○ 

      利用権の設定を受ける者  ○○○○ 

 担当の宮越推進委員より御説明をお願いします。 

 

［議長］ 
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 推進委員８番。 

 

［推進委員８番］ 

 はい。８番。説明いたします。○○○○さんから○○○○さんへの利用権貸

借の再設定でございます。 

申請地は○○の２筆は○○のすぐ西側にございます。 

現状は稲が刈り取られたままになっていました。本人確認すると今後も早期

水稲を植えるというようなことでした。またもう一つも同じく○○の北側に一

つ挟んだところにございます。 

現状はハウスが建っており、そこに野菜の苗等を作っていると思います。○

○○○さんは露地野菜、早期水稲などを栽培される認定農業者でございます。 

期間は５年で、賃借料は１０a当り籾で○○㎏です。以上です。 

 

［議長］ 

 ９番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい。９番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 

             田 ４８２㎡ ほか１筆 

       利用権を設定する者    ○○○○ 

       利用権の設定を受ける者  ○○○○ 

 担当の小嶋推進委員より御説明をお願いします。 

 

［議長］ 

 推進委員６番。 

 

［推進委員６番］ 

６番。説明いたします。○○○○さんから○○○○さんへの利用権の再設定

です。 

申請地は大字○○字○○地区の１筆と○○地区の１筆の２筆で合計９７７㎡

です。１０号線の○○交差点から東へ２６０mほど行ったところの水田です。 
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 今の耕作者は認定農業者の○○○○さんです。○○○○さんは町内で幅広く

飼料用稲、藁、早期水稲、野菜を栽培されています。 

 現地を確認したところ、＊＊＊＊番地の１筆は隣の＊＊＊＊番地と一緒に整

地され、２筆とも一緒にきれいに耕運されていました。 

 賃料は１０a当り○○○○円で、期間は３年間だそうです。以上です。 

 

［議長］ 

 １０番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい。１０番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 

             田 ９９１㎡ ほか３筆 

       利用権を設定する者   ○○○○ 

       利用権の設定を受ける者 ○○○○ 

 担当の小嶋推進委員より御説明をお願いします。 

 

［議長］ 

 推進委員６番。 

 

［推進委員６番］ 

６番。説明いたします。○○○○さんから○○○○さんへの新規の利用権の

設定です。 

申請地は大字○○字○○地区の４筆で、国道１０号線横にあります、○○か

ら北へ１５０mほど行ったところの水田です。 

今の耕作者は認定農業者の○○○○さんです。○○○○さんは町内で飼料用

稲、藁や水稲を幅広く栽培されています。 

 現地を確認したところ、４筆ともきれいに耕運された状態でした。 

 賃料については○○○○さんの別の農地の水稲栽培作業を○○○○さんが受

託されており、相対契約覚書が出されて無償で、期間は３年間だそうです。以

上です。 
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［議長］ 

 １１番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい、１１番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

             田 ３，９７８㎡  

       利用権を設定する者   ○○○○ 

       利用権の設定を受ける者 ○○○○ 

 担当の小嶋推進委員より御説明をお願いします。 

 

［議長］ 

 推進委員６番。 

 

［推進委員６番］ 

 ６番。説明いたします。○○○○さんから○○○○への利用権の再設定です。 

申請地は大字○○地区の１筆で、○○より北西へ４００mほど行ったところ

の○○右岸堤防下の農地です。 

今の耕作者は認定農業者の○○○○さんです。○○○○さんは付近の農地で

早期水稲を幅広く栽培されております。 

 現地を確認したところ、きれいに耕運された状態でした。 

 また賃料は１０a当り玄米で○○㎏で、期間は１年間だそうです。以上です。 

 

［議長］ 

 １２番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい、１２番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

             畑 １，３７５㎡ ほか２筆 

       利用権を設定する者   ○○○○ 

       利用権の設定を受ける者 ○○○○ 

 担当の橋口卓史推進委員より御説明をお願いします。 
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［議長］ 

 推進委員１番。 

 

［推進委員１番］ 

 はい。１番。説明します。○○○○さんと○○○○さんとの利用権貸借の新

規設定です。○○○○さんは認定農業者でごぼう、干し大根、甘藷等の栽培を

されています。 

 申請地は○○線の○○から北へ２００ｍほどの農地です。 

 現地を確認したところ、ロータリーできれいに整地をされていました。 

 期間は１年で、１０a当り○○○○円です。以上です。 

 

［議長］ 

 次の１３番から１５番までの案件につきましては、農地中間管理事業を活用

した利用権設定となっており、利用権の設定を受ける者につきましては、すべ

て公益社団法人宮崎県農業振興公社となっております。 

 事務局による議案説明の際に、利用権設定を受ける者についての説明は省略

いたします。 

 

 １３番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい、１３番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

             畑 ２，６８３㎡ ほか２筆 

       利用権を設定する者   ○○○○ 

 担当の橋口昌央推進委員より御説明をお願いします。 

 

［議長］ 

 推進委員３番。 

 

［推進委員３番］ 
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 はい。３番。説明いたします。○○○○さんから農地中間管理事業を使って

の公益社団法人宮崎県農業振興公社への利用権設定です。 

 申請地は○○＊＊＊＊番＊、２，６８３㎡。続いて○○＊＊＊＊番＊、９０

７㎡。＊＊＊＊番＊、１，２８０㎡の３筆。いずれも畑です。 

 場所は○○と○○とのほぼ中間地点になりまして、道を挟んですぐ近くにあ

ります。 

 耕作者は○○の認定農業者で○○○○さん。主に甘藷、大根、里芋等、露地

野菜を経営されているようです。 

 現地を確認したところ、今は何も作付けされてなく、撹拌されて１か月以上

は耕されてないのかなというような様子でした。本人に電話連絡を何度となく

つけてみましたが、話すことはできませんでしたので、それ以上の詳細はない

です。 

 賃借期間は５年で、賃借料は１０a当り○○○○円です。以上です。 

 

［議長］ 

 １４番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい、１４番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 

             畑 ４，０５４㎡  

       利用権を設定する者   ○○○○ 

 担当の坂本幸推進委員より御説明をお願いします。 

 

［議長］ 

 推進委員７番。 

 

［推進委員７番］ 

 はい。７番説明いたします。○○○○さんと県農業振興公社との農地中間管

理事業を活用して、新規での利用権の契約を申すものです。 

 耕作者は○○○○さんで、認定農業者です。主に甘藷、大根などを耕作され

ています。 
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申請地は○○○○の工場から南東に１５０ｍぐらいの畑です。○○の○○の

缶とか○○の剥いだのが道路と土手の間に置いてありますが、畑はきれいにロ

ータリーがかけてありました。 

期間は５年で、賃貸料は年間１０ａ当り○○○○円だそうです。以上です。 

 

［議長］ 

 １５番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい、１５番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

             畑 １，３３３㎡  

       利用権を設定する者   ○○○○ 

 担当の小嶋推進委員より御説明をお願いします。 

 

［議長］ 

 推進委員６番。 

 

［推進委員６番］ 

 ６番。説明いたします。○○○○さんから農地中間管理事業を使っての県農

業振興公社への新規の利用権設定です。 

 申請地は大字○○字○○地区の１筆で○○から西へ約３００ｍほど行ったと

ころの○○がある畑です。 

今年からの耕作者は認定農業者の○○○○さんです。○○○○さんは付近の

農地で水稲や甘藷を栽培されています。 

現地を確認したところ、きれいに耕運された状態で一部は○○用の○○が伏

せてありました。 

また賃料は１０a当り○○○○円で、期間は５年間だそうです。以上です。 

 

［議長］ 

 事務局及び担当推進委員の説明が終わりました。 

御意見、御質問はございませんか。 
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それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

  

 ２番から１５番までの案件について、一括して採決したいと思いますが、こ

れに御異議ございませんか。 

 それでは、異議がないようですので、一括して採決することといたします。 

 ２番から１５番までの案件について、原案のとおり決定することに賛成委員

の挙手を求めます。 

 挙手全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。 

 

 日程番号９、議案第１３号「農地の賃借料情報提供について」を議題としま

す。 

 事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

 ３７ページを御覧ください。議案第１３号「農地の賃借料情報提供について」

です。農地の賃借料情報提供につきましては農地法第５２条に基づいて行うも

のです。昨年１月から１２月までの農地法第３条許可による賃貸借契約や農業

経営基盤強化促進法の報告による利用権の設定の賃借料を集計したものです。

承認されましたらホームページにも掲載したいと考えています。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

［議長］ 

 ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

 それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

 本件原案のとおり決定することに賛成委員の起立を求めます。 

 起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。 

 

 以上で、本日の議案の審議、すべてを終わりました。 

 これをもちまして、令和３年第２回高鍋町農業委員会総会を閉会いたします。 

御苦労様でした。 

                          (閉会１４時５１分) 


